
議会の意思を国政へ

「協同労働の協同組合法（仮称）」の速やかな制定を求める意見書（要約）
日本社会における労働環境の大きな変化は、格差を広げるなど大きな社会問題となっています。また、
生産性や効率化を追い求めるあまり、生きづらさを抱えた若者や障害者など働きたくても働けない
人々も増えています。このことは日本全体を覆う共通した地域課題です。
一方、ＮＰＯや協同組合、ボランティア団体など様々な非営利団体は、地域の課題を地域住民自ら解
決することを目指して事業を展開しています。このひとつである「協同労働の協同組合」は、「働く
こと」を通じて「人と人のつながりを取り戻し、仕事おこしによる就労の創出とコミュニティの再生
をめざす」活動を続けており、社会問題解決の手段の一つとして大変注目を集めています。
しかし、現在この「協同労働の協同組合」には法的根拠がないため、社会的理解が不十分であり、団
体として入札や契約ができないといった問題があります。
よって、多くの市民や働く人たちが自ら事業法人をおこしやすい制度で、そこで働く者一人一人が社
会保険制度の適用を受け、また、社会性・公益性・平等性を掲げる理念に立脚した、「協同労働の協
同組合法」を速やかに制定されるよう強く要望します。

労働者の自主的事業等に法人格を
全会一致で意見書採択

（仮）廿日市市手話言語の普及及び多様な
コミュニケーション手段の利用促進によるやさしいまちづくり条例

文教厚生常任委員会

本市議会では、26年３月定例会において、国に対して「手話言語法の制定に関する意見書」を全会一
致で採択しています。また、佐伯地区ろうあ連盟から手話言語条例制定の要望が28年、29年と出され
ており、これらの要望を踏まえ、28年に設立された全国手話言語市区長会に県内で唯一の参加自治体
として情報収集を行ってきました。
このたび手話言語に加え、障がいのある人のコミュニケーション支援を含む県内初の条例制定に向け、
６月議会での上程を目指しています。
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